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１ 改正の主な概要 

（１）評価対象業務の細分化 

土木分野における評価対象業務を３業務としていましたが、下表のように７業務へ細分化

します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）改正のポイント 

① 受注者が当然果たすべき項目を基礎点として整理し、評価項目を明確にします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 必須項目と選択項目を分けて整理。業務内容に応じて選択可能とします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



③ 工事と同様に、業務の特性を評価する項目を追加します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 適用年月日 

令和３年４月１日以降に完了する委託業務等に適用します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


